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　障がい者総合支援法・児童福祉法に基づく障がい福祉サービスに加え、市が実施している地域
生活支援事業で構成されています。

●専門性の高い相談支援  ●広域的な対応が必要な事業 ●人材育成　等

介護給付
●居宅介護
●重度訪問介護

●行動援護
●重度障がい者等包括支援

●短期入所
●療養介護

●生活介護
●施設入所支援
●同行援護

訓練等給付
●自立訓練
●就労移行支援

●就労継続支援

●就労定着支援

●就労選択支援
●共同生活援助

（グループホーム）

自立支援医療
●更生医療
●育成医療

●精神通院医療
（実施主体は都道府県
等）
※詳細は障がい者福祉の
手引きをご覧ください

市町村

補装具

●相談支援 ●地域活動支援センター
●意思疎通支援 ●移動支援

●日常生活用具の給付 ●日中一時支援 等

支援

都道府県

障がい児通所支援給付
●児童発達支援

●放課後等デイサービス
●保育所等訪問支援
●居宅訪問型児童発達支援

地域相談支援給付
●地域移行支援

●地域定着支援

計画相談支援給付

障がい者総合支援法

障がい児相談支援給付

児童福祉法

地域生活支援事業

障がい児・者

障がい児通所支援及び障がい福祉サービスについて
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　希望するサービスについて申請を行い、支給決定を受けて受給者証が交付されます。

　利用するサービスの種類によっては、事前に、サービス提供事業所に利用ができるかどうか
について確認をしておく必要があります。

※重度障がい者等包
括支援

※重度訪問介護

②計画相談支援・障がい児相談支援について

（１）計画相談支援・障がい児相談支援を希望される場合は、こども家庭センターで発行され

た次の書類を相談支援事業所へ提出してください。

・サービス等利用計画案・障がい児支援計画案提出依頼書

・計画相談支援・障がい児相談支援依頼（変更）届出書

（２）セルフプランを希望される場合は、セルフプランをこども家庭センターへ提出してくだ

さい。

③概況調査

①こども家庭センターでサービス利用申請

認定調査

審査会の意見

障がい者の支給
決定プロセスへ

④サービスの調整

⑤支給決定 受給者証の交付

⑥サービス提供事業所との契約

⑦サービスの利用開始

相談支援専門員によるモニタリング（計画相談支援・障がい児相談支援利用の場合）

サービス利用までの流れ

相談支援専門員がご本人やご家族と面談して作成した

サービス等利用計画案を市に提出
セルフプランの場合

計画相談支援・障が

い児相談支援の場合
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※①～⑦は２ページの番号と対応しています。

手順 項　目 　内　容

手順 項　目

①

受給者証の交付⑤

計画案を勘案し、障がい児通所サービス等の種類や支給量の決定を行います。

申請ができるのは、保護者及びご本人の同意を得た代理の方となります。受付は、「こ
ども家庭センター」で行います。

障がいの状態や日常の生活の状況等について、申請時に聞き取り調査を行います。５領
域20項目の調査を行います。
・放課後等デイサービスについては、追加で就学時サポート調査票の調査を行います。
・同行援護、行動援護、短期入所については追加で調査を行います。

計画相談支
援・障がい児
相談支援につ

いて

・利用者は、計画相談支援・障がい児相談支援を相談支援事業所に申し込むか、セルフ
プランをこども家庭センターに提出する必要があります。
・計画相談支援・障がい児相談支援を希望する場合は、市の指定を受けた相談支援事業
所に利用計画の作成を直接申し込み、契約します。申請時に市から発行された「サービ
ス等利用計画案・障がい児支援利用計画案提出依頼書」と「 計画相談支援・障がい児相
談支援依頼（変更）届出書」を相談支援専門員へ提出してください。

概況調査

申　請

計画相談支援・障がい児相談支援を利用する場合は、相談支援専門員が、障がい福祉
サービスを有効に活用できているのか、定期的に確認します。

②

⑦
サービスの
利用開始

④

③

⑥

「障がい児通所サービス受給者証」や「障がい福祉サービス受給者証」を交付します。
記載内容
　・サービスの種類・支給量（時間数や日数、回数等）・利用期間・利用時の条件等
　・利用者負担上限月額(減免に該当する場合にはその種類・適用期間等)

・受給者証が届きましたら、事業所と利用したいサービスの確認を行ってください。
（利用したいサービスの内容や方法・日程・時間・期間等）
交付された「障がい福祉サービス受給者証」「障がい児通所サービス受給者証」の記載
内容の範囲以内で事業所と契約を結んでください。
（支給時間や日数等の範囲内であれば複数の事業所との契約をすることもできます。）
契約した事業所から、サービス提供を受けます。
・サービスの利用に伴う費用の支払いは、事業所との契約に基づき、直接事業所に支払
います。

サービス提供
事業所との契

約

　内　容

サービス調整

支給決定までの流れ

支給決定後のサービスの利用方法
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【対象児童】

種別 内　容 支給量 利用者負担

未就学の障がい児を対象に、日常生活に
おける基本的な動作の指導、知識技能の
付与、集団生活への適応訓練などの支援
を行います。

１か月当たり
最大23日

1回1,000円程度～

就学している障がい児の放課後や休校日
に、対象施設に通わせ、生活能力向上の
ための必要な訓練、社会との交流促進な
どの支援を行います。

１か月当たり
最大23日

1回８００円程度～

障がい児が所属している場に訪問し、集
団生活への適応のための専門的な支援を
行います。

1か月当たり
　２日

1回1,000円程度～

外出することが著しく困難な障がい児に
対して、日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与、集団生活への
適応訓練などの支援を行います。

１か月当たり
最大１０日

１回1,700円程度～

※１　児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援のサービスについては、

　　　同日に複数の事業所を利用することはできません。

※２　保育所等訪問支援については、同日に他の障がい児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、

　　　居宅型児童発達支援）を併用利用することができます。

サービスの種類

通
所
給
付
費

　児童発達支援

　放課後等デイサービス

　保育所等訪問支援

　居宅訪問型児童発達支援

・身体障がい者手帳をお持ちの方

・療育手帳をお持ちの方、又は児童相談所の判定証明をお持ちの方

・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方、又は自立支援医療（精神通院）受給者証

及び診断書により精神障がいや発達障がいについて確認ができる方

・難病患者の方（特定医療費（指定難病）医療受給者証や診断書等により難病について

確認ができる方）

・就学児で、現に特別支援級に在籍している方

・未就学児で、こども家庭センター子ども発達支援担当へ事前に相談済みの方（※児童

発達支援、保育所等訪問支援のみ対象）

・転入前の市町村で交付された障がい児通所支援の受給者証（写し）をお持ちの方

障がい児通所給付費について （オレンジいろの受給者証）

障がい児通所給付費・介護給付費
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【対象児童】

種別 内　容 支給量 利用者負担

家事援助

自宅で調理・掃除・洗濯等の家
事支援を行います。
※具体的なサービス内容は６
ページ参照

1時間当たり
200円程度

身体介護

自宅で入浴や食事や排泄の介助
等を行います。
※具体的なサービス内容は６
ページ参照

１時間当たり
410円程度

通院等
介助

通院時(自宅から受診中を含む）
の介助及び官公署の公的手続き
等の介助を行います。（社会参
加のための外出時介護は移動支
援事業になります。）

身体介護を伴う場合
1時間当たり410円程度
身体介護を伴わない場合
１時間当たり200円程度

通院等
乗降介助

通院時に車への乗り降りがある
場合に介助を行います。

1回100円程度

重度の肢体不自由者、重度の知
的障がい又は重度の精神障がい
により行動上著しい困難を有す
る者で、常に介護を必要とする
人の介護を行います。
＊15歳以上で、児童福祉法63
条の２及び３の規程に基づき児
童相談所から通知を受けた児童
が対象です。

支給量について
は、相談くださ
い。

4時間
750円から

行動の際、生じうる危険回避の
ための援護や外出時の移動支援
を行います。行動上、著しい困
難のある方が対象となります。
＊判定基準に該当した場合に利
用できます。

１か月当たり４
８時間を目安に
必要な時間数

1時間当たり
410円程度

視覚障がいのある方の外出時に
同行し、移動に必要な情報を提
供するとともに、移動の援護等
必要な援助を行います。

１か月当たり４
８時間を目安に
必要な時間数

1時間当たり
410円程度

一時的に宿泊を伴ったサービス
で、入浴、排泄、食事の介護等
を行います。（宿泊を伴わない
一時利用は「日中一時支援事
業」となります。）

１か月当たり最
大7泊8日

児童の障がい区分や、利用す
る事業所により異なります。
区分１の方で1日500円程度
から

＊ サービスの利用料金の他に食費や光熱水費等の実費が必要となる場合があります。

サービスの種類

介
護
給
付
費
等

１回あたりの利
用時間や、援助
内容の組み合わ
せにより、１か
月に利用できる
上限時間数が異
なります。
支給量について
は、ご相談くだ
さい。

　重度訪問介護

　行動援護

　同行援護

　短期入所

　居宅介護

・身体障がい者手帳をお持ちの方

・療育手帳をお持ちの方、又は児童相談所の判定証明をお持ちの方

・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方、又は自立支援医療（精神通院）受給者及び診断書

等により精神障がいや発達障がいについて確認できる方

・難病患者の方（特定医療費（指定難病）医療受給者証や診断書等により難病等について確認

できる方）

介護給付費について （ももいろの受給者証）
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【居宅介護の対象となるサービス内容について】

※居宅介護の対象とならないサービス

・利用者が不在時のサービス提供　　　

・利用者以外の者のための家事援助

・利用者本人が使用しない居室や日常生活を営むのに支障のないスペース

　の掃除、家族との共用部分

・おせち料理などの特別な手間がかかる調理　　　　　　

・大掃除、草むしり、ペットの世話

・家屋の修理やペンキ塗り　　　・留守番や接客　　　　

・医療行為、服薬管理　　　　　・金銭管理

・リハビリ、マッサージ、散髪

●家事援助　　　　　　　　　　　　　　　●身体介護
 ・調理　　　　　　　　　　　　　　　　　・入浴介助
 ・掃除、ゴミ出し　　　　　　　　　　　　・食事介助
 ・洗濯　　　　　　　　　　　　　　　　　・排泄介助
 ・買い物（ヘルパーのみで行うもの）　　　・衣類の着脱
 ・ベッドメイク　　　　　　　　　　　　　・身体の清拭
 ・薬の受け取り　　　　　　　　　　　　　・起床、就寝介助
 ・衣類の整理、被服の補修　　　　　　　　・身体整容（爪切り等）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・体位交換
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　・服薬介助、水分補給
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重度訪問介護

区分なし ×

区分１

区分２

区分３

【居宅介護の支給量の目安】
　＊１回あたり１時間の利用をしたときの上限時間数は以下の通りです。
　＊１回あたりの時間数や組み合わせにより、１か月に利用できる上限時間数は異なり
　　ます。詳しくはこども家庭センターへご相談ください。

区分１ 区分２ 区分３

【支給決定と勘案要件】

　

　

　

障がい児
支援区分

サービスの種類

居宅介護・同行援護・短期入所

○
支給要件あり（5ページ「重度
訪問介護」を参照）

○

○

その他

×

身体介護のみ 24時間/月

　障がい児支援区分、心身の状況、その他生活環境（介護者の状況等を含む）等を踏まえ、利用

意向を勘案して支給決定を行います。障がい福祉サービスの利用意向（希望支給量等）と支給決

定量に差がある場合は、支給決定案を作成し、審査会に意見を求め調整をします。

　●勘案事項

・就学している対象児の長期休暇時や緊急でやむを得ない状況の場合。

介護者の状況 ・高齢（６５歳以上）、障がい、疾病、就労等により介護に欠ける状態。

世帯の状況 ・世帯内に対象児以外に介護等を要する者がいる。

　　　　行動援護　　　　

×

支給要件　　あり

障がい児支援区分

５０時間/月家事援助のみ

【利用上の留意点】
● サービス利用時の注意
受給者証に記載されているサービスの種類や支給量、期間等以外の利用はできません。（場合に

よっては、事業所から自費での支払いを請求されることがあります。）

● サービスの内容の追加・変更
サービスの支給決定期間内であれば、サービスの種類の追加や変更を行うことができます。支給

量の変更は、変更したい月の１日までに変更の申請が必要です。

● サービスの継続利用について
サービスの利用は定められた期間が設定されています。期間を超えて継続して利用を希望される

場合には、継続利用の申請が必要となります。

● サービスの利用の取消
サービスの利用をしなくなった場合には、利用を取り消す申請をし、受給者証を返還していただき

ます。

障がい児支援区分と利用できる介護給付費
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　＊ サービスの利用料金以外に食費や光熱水費等の実費が必要となる場合があります。

（１）月額負担上限額

区　分

生活保護

低所得

市民税所得割金額が28万円未満

（2）高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児通所給付費

　　①同じ世帯の中で障がい福祉サービス等を利用する人が複数いる場合

（３）児童発達支援等の利用者負担の無償化について
　　①無料となるサービス
　　　・児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
　　②対象児童
　　　・満3歳になって初めての4月1日から3年間
　　※利用者負担以外の費用（医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの）は引き続き
　　　お支払いいただくことになります。

（４）多子軽減措置について

０円

　障がい福祉サービス等の利用については、原則としてサービスに掛かる料金の１割が自己負
担となります。世帯の収入に応じて「利用者負担上限月額」の設定があります。

　　児童発達支援・保育所等訪問支援（就学前児童のみ）の利用児童に兄または姉がいて、

　次のいずれかの要件を満たすと利用者負担の軽減措置があります。

　　①兄・姉が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、

　　　障がい児通所支援等を利用している場合。なお。認可外の保育所・幼稚園は対象外。

　　②市民税所得割合算額が７７，１０１円未満の世帯で、利用児童の保護者と同一生計の

　　　兄・姉がいる場合

　　　＊詳細はこども家庭センターにお問い合わせください。

利用者負担上限月額

　　　参考　【障がい者（18歳以上）】※世帯の範囲：障がいのある方とその配偶者

37,200円市民税所得割金額が28万円以上
課税世帯

生活保護受給世帯

市民税非課税世帯

【障がい児（18歳未満）】※世帯の範囲：保護者の属する住民基本台帳での世帯

世帯の収入状況

　　次の条件で各世帯の利用者負担額が基準額を超えた場合、標記の給付費が償還払いされ
　ます。

　　②同一の方が障がい福祉サービス、障がい児通所サービス、補装具、介護保険サービ

　　ス、障がい児入所サービスを利用した場合

０円

4,600円

利用者負担の仕組み（障がい児通所給付費・介護給付費）

在宅(居宅・通所
サービス等）

グループホーム

生活保護 ０円 ０円

低所得 ０円 ０円

市民税所得割金額が１６万円未満 9,300円

市民税所得割金額が１６万円以上 37,200円
37,200円課税世帯

区　分

市民税非課税世帯

利用者負担上限月額

世帯の収入状況

生活保護受給世帯
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【上限管理の対象】

【上限管理を依頼する事業所】

1 障がい児通所給付費を利用している方（オレンジいろの受給者証）

2 障がい福祉サービス（介護給付費）を利用している方（ももいろの受給者証）

　　①　居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護等を利用している方

　　②　短期入所のみの利用をしている方

　　　→短期入所事業所に依頼します。

【手続きのすすめ方】

　複数の事業所からサービスの提供を受けているとき、サービスにかかる自己負担額が「利用者

負担上限月額を超えることがないよう管理する」ことを「上限管理」と言います。

　この届け出をしていない場合、利用者負担を一旦全額負担していただくことがあります。

　複数の事業所からサービスの提供を受けている方のうち、「利用者負担上限月額」を超える可

能性のある方が対象となります。

　ただし、利用者負担上限月額が０円の方、藤沢市地域生活支援事業サービス（みどりいろの受

給者証）のみを利用している方は、上限管理の対象となりません。

・利用しているサービスの種類に応じて上限管理依頼先の優先順位があり、依頼する事業所が異

なります。

・障がい福祉サービス、障がい児通所給付費を利用されている方は、それぞれに上限管理を依頼

する必要があります。（費用はそれぞれ一度お支払いいただき、利用状況に応じて後日清算し償

還払いを行います。）

（２）事業所に必要事項を記入してもらった後に、市へ届け出ます。

（１）利用者負担上限管理を依頼する事業所を決め、所定の届出書に必要事項をご記入の

         上、事業所に渡してください。

　　　→利用する日数の多い事業所に依頼します。

（３）市から上限管理事業所名を記載した受給者証が交付されます。

※同一保護者が兄弟・姉妹等の障がい児通所サービスまたは障がい福祉サービスの支給決定

を受けている場合は、同一事業所が上限管理事務を行います。

　　　→居宅介護事業所に依頼をします（契約時間の多い事業所を優先します。）

利用者負担上限管理について（障がい児通所給付費・介護給付費）
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　障がい福祉サービス等の利用申請には、サービスの内容や目標、利用頻度等を盛り込んだ計画

書の作成が必要です。計画作成には次の方法があります。

　・相談支援事業所が作成する、計画相談支援・障がい児相談支援を利用する

　・ご自分で計画を作成する（セルフプラン）

　※セルフプランの詳細についてはこども家庭センターにお問い合わせ下さい。

　計画相談支援・障がい児相談支援とは、市から指定を受けている相談支援事業所が、次の

　支援を行うサービスです。

①　生活や仕事、趣味、家族との関係など現在の状況と、これからの希望をふまえて

利用計画（サービス等利用計画・障がい児支援利用計画）を作成します。

②   計画に沿ったサービスを提供するため、ご本人と関わる諸機関と連絡調整をします。

③   計画に沿って、サービスを有効にご活用いただけているか定期的に確認し、計画を

見直していきます。（モニタリングといいます。）

Ｑ．サービス等利用計画・障がい児支援利用計画は誰が作るの？

→相談支援事業所の相談支援専門員が作ります。

Ｑ．費用はかかるの？

→計画作成やモニタリングに関する費用はかかりません。

ご本人がいきいきと、自分らしく生活できるよう

相談支援専門員がお手伝いします！

※事業所の一覧等については、「計画相談支援・障がい児相談支援のご案内」をご覧くだ
さい。

計画相談支援・障がい児相談支援について

サービス等利用計画・障がい児支援利用計画について
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【対象者】

【利用者負担】

【月額負担上限額】

世帯の収入状況 利用者負担上限月額

生活保護受給世帯 ０円

市民税非課税世帯 ０円

市民税課税世帯 37,200円

【内容】
障がい種別

視覚障がい

聴覚障がい

肢体不自由
（18歳未満）

　座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

【お願い】

・補装具の購入や修理については、必ず、事前にご相談ください。

（先に品物を購入したり、修理した場合の助成はありません。）

＊　世帯の範囲：保護者の属する住民基本台帳での世帯

　身体の欠損または機能の損傷を補い、日常生活又は職業生活を容易にするために必要な用

具（補装具）の購入、修理及び貸与に要する費用を助成します。

＊補装具の交付については、市から結果を通知します。神奈川県総合療育センターの判定が必要な場合

は、申請をされてから決定結果がお手元に届くまでに時間が掛かります。

　補装具の購入や修理、貸与については、原則として１割が自己負担となります。

　ただし、世帯の収入に応じて「月額負担上限額」が設定されています。

　身体障がい者手帳所持者又は難病患者で、神奈川県総合療育相談センターで必要と認めら
れた方。（対象者の年令や種目によっては判定が必要ない場合もあります。）

肢体不自由

　補装具の内容

　盲人安全つえ、義眼、眼鏡

　補聴器、人口内耳用音声信号処理装置の修理

　義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ
（T字状・棒状は日常生活用具へ）、重度障がい者意思伝達装置

補装具
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　屋外での移動が困難な方へ、外出のための支援を行います。

（通勤等経済活動に係る外出を除きます。）

内　容

支給量

　日中活動の場の確保や宿泊を伴わない一時的な施設利用支援を行います。

事業類型 利用時間 利用者負担 内容

１か月当たり４８時間　１日当たり８時間まで

５％負担

負担額例
３時間　　215円～

６時間　　340円～

１０時間　540円～

＊加算等によって変動
する可能性がありま
す。
＊食費や光熱水費等の
必要な経費は実費とな
ります。

（１）社会生活上必要不可欠な外出介護支援
（２）余暇活動等社会参加のための外出介護支援
（３）通所・通学・短期入所の送迎

　地域生活支援事業とは、市が地域の特性や状況に応じて各自治体毎に設定し実施する事業で

す。原則として、サービスに掛かる料金の５％が自己負担となります。（市民税非課税世帯、生

活保護世帯は自己負担なしとなります。）利用者負担額の上限管理は行いません。

・身体障がい者手帳をお持ちの方で、視覚障がい１級から６級の方
・身体障がい者手帳をお持ちの方で、肢体不自由１，２級の方
・身体障がい者手帳をお持ちの方で、３級以上で単身世帯等の方
・療育手帳の交付を受けている人または判定機関で判定を受けた人
・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人、または自立支援医療（精神通院）受給者
及び診断書等により精神障がいや発達障がいについて確認できる方
・難病患者の方（特定医療費（指定難病）医療受給者証や診断書等により難病等について確認
できる方）

【移動支援事業】

対象者

世帯の範囲：保護者の属する住民基本台帳での世帯

内容及び
支給量

生活介護、自立訓練、就労移行支援及
び就労継続支援の支給決定を受けず、
当該サービスを利用する場合。

生活介護、自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援及び通所型日中一時支援
の支給決定を受け、それらのサービス
を利用しない時間帯に当該サービスを
利用する場合。

放課後等デイ
サービス併用

型

放課後等デイサービスの支給決定を受
け、そのサービスを利用しない時間帯
に当該サービスを利用する場合。ま
た、利用者が放課後等デイサービスの
利用対象の年齢である場合。

サービス併用
型

通所型

1日あたり
１０時間まで

１か月あたり
２３０時間まで

利用者負担

１時間当たり１５０円から

＊交通費やその他外出時に必要な経費は実費となります。

【日中一時支援事業】

対象者

未就学児を除く６５歳未満の方で
・身体障がい者手帳をお持ちの方
・療育手帳をお持ちの方または児童相談所等で判定を受けた方
・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
・自立支援医療（精神通院）を受給している方及び診断書等により精神障がいや発達障がいに
　ついて確認出来る方
・難病患者の方（特定医療費（指定難病）医療受給者証や診断書等により難病等について確認
できる方）
・小学生については、放課後等デイサービスを併用している方

＊早期時間帯（7：30～10：30）および夕方時間帯（15：00～19：00）の利用は通常料
金とは別に負担額が加算されます。

藤沢市地域生活支援事業

（みどりいろの受給者証）

（みどりいろの受給者証）
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（１）自宅の浴槽での入浴が困難な方

（２）介護保険の適用を受けない方

（３）医師から入浴可能と診断されている方

支給量

利用者負担

  ＊　事前にご相談ください（先に品物を購入した場合の助成はありません）。

在宅生活をされている障がい児・者、難病患者の方

＊詳しい品目別の対象者については、１４ページ以降の日常生活用具一覧の「利用できる
方」を参照ください。

基準額の１割が自己負担となります。
（紙おむつ・ストマ用具の自己負担はありません。）

　障がいのある方が、容易に使用できるように制作された日常生活用具を購入する費用につい

て助成します。品目により耐用年数及び基準額等が異なります。

１か月当たり10回まで

利用者負担

【日常生活用具給付事業】

対象者

【訪問入浴事業】

対象者

自宅の浴槽での入浴が困難な重度身体障がいのある方で、次の条件にすべて該当する方。

　自宅での入浴が困難な方に訪問入浴車を派遣し、居室内に簡易浴槽を設置して入浴サービス

を実施します。

　無　料

（みどりいろの受給者証）

＊ 利用者負担額のイメージ

（例２）助成上限額40,000円の給付品目だが、

50,000円のものが欲しい場合

（例１）助成上限額30,000円の給付品目で、

25,000円のものが欲しい場合

助成額

（品物代の

９０％）

１０％

助成上限

30,000

円

（利用者負担額）

品物代25,000円×10％＝2,500円

差額

助成額

（助成上限額

の

９０％）

１０％

（利用者負担額）

①助成上限額40,000円×10％＝4,000円

②品物代50,000円ー助成上限額40,000円

＝10,000円

①4,000円＋②10,000円＝14,000円

助成上限

40,000

円

品物代

50,000

円

差額

10,000

円
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「障がい」の表記について

藤沢市では、障害の「害」の字について否定的な意味があることから、２０１１年
４月からは条例と規則を除き、原則として「害」の字の表記をすべてひらがなにして
います。

　市民の皆様のご理解をお願いいたします。

発行者 藤沢市 子ども青少年部 こども家庭センター

〒２５１－８６０１

藤沢市朝日町１番地の１

電話 ０４６６－２５－１１１１（内線３８４６）

FAX ０４６６－５０－８４２８
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